
1 

平成２４年度 石狩市教育委員会会議（８月臨時会）会議録 

 

平成２４年８月２０日（月）       開 会 午後 ６時００分 

第２委員会室               

 

○委員の出欠状況 

 委  員  氏  名 出 席 欠 席  備     考 

委員長  中 村 照 男 ○   

委 員  伊 藤 好 美 ○   

委 員  土 井 久美子 ○   

委 員  門 馬 冨士子 ○   

教育長    樋 口 幸 廣 ○   

  

○会議出席者 

役     職     名  氏    名 

生涯学習部長 百 井 宏 己 

生涯学習部次長 柴 口 史 子 

総務企画課長 上 田   均 

学校教育課長 蛯 谷 学 俊 

教育支援センター長 西 田 正 人 

総務企画課総務企画担当主任主査 吉  田  雅  人 

総務企画課総務企画担当主査 髙 石 康 弘 
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開会宣告 

（中村委員長）ただいまから、平成２４年度教育委員会会議８月臨時会を開会し

ます。 

  

日程第１ 会議録署名委員の指名 

 

（中村委員長）日程第１ 会議録署名委員の指名ですが、伊藤委員にお願いしま

す。 

 

日程第２ 報告事項 

 

（中村委員長）日程第２ 報告事項を議題とします。 

 

（中村委員長）本日の案件は、報告事項「いじめの問題に関する児童生徒の実態

把握並びに教育委員会及び学校の取組状況に係る緊急調査について」の一件です

が、本件に関し臨時会を開催することとなりました理由について、開催を要請し

ました私からご説明申し上げます。文科省のいじめ緊急調査につきましては、文

科省や道教委から、いじめ問題の取組に関し並々ならぬ決意が示されており、こ

れまでの石狩市におけるいじめの実態に鑑み、文科省からの調査を実施するこの

機会に、臨時に教育委員会会議を開催し、改めていじめ問題への取り組み姿勢を

明確にし、学校・保護者をはじめ、市民の皆様のご協力を賜ることが肝要と考え、

１６日に急遽開催を要請したところであります。事務局では、石狩市の児童生徒

をいじめから守るため、お盆の最中、休日を返上して開催に向け各教育委員の意

向打診・日程調整・開催準備などに取り組み、本日こうして開催することができ、

厚く御礼申し上げます。なお、日程の関係から夜の開催となりましたが、委員全

員の出席をいただき誠にありがとうございました。活発な意見交換を心から期待

しております。 

 

①いじめの問題に関する児童生徒の実態把握並びに教育委員会及び学校の取組

状況に係る緊急調査について 

 

（中村委員長）①いじめの問題に関する児童生徒の実態把握並びに教育委員会及

び学校の取組状況に係る緊急調査について、事務局から説明をお願いします。 

 

（西田センター長）私から、いじめの問題に関する児童生徒の実態把握並びに教

育委員会及び学校の取組状況に係る緊急調査についてご説明させていただきます。
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資料の１頁をご覧ください。８月１４日付け石狩教育局長名で各市町村教育委員

会に緊急調査についての通知がありました。これは、資料の２頁・３頁にありま

す文科省から緊急調査の依頼を受けての調査通知です。中身については、４頁に

なります。調査の趣旨は、４番目、「児童生徒調査について」の(3)をご覧願いま

す。「この度の緊急調査が滋賀県大津市の事案に関する報道後の各学校における

取組状況及びいじめの認知件数を調査する趣旨である」と謳われており、この認

知件数及取組状況についての調査ということが、趣旨です。具体的な調査内容に

ついては、資料の７頁をご覧ください。こちらは、「いじめの問題への取組状況に

関する緊急調査」ということで教育委員会に対する緊急調査があります。また、

資料の１５頁からは、同じく「いじめの問題への取組状況に関する緊急調査」で

こちらは、学校への質問ということになっています。これらの教育委員会、学校

に対する取組状況ともう一つ、２１頁からをご覧いただきたいのですが、児童生

徒に対する緊急調査がアンケート形式であります。こちらの方は、小学校低学年

用、小学校中学年用、小学校高学年用、中学生高校生用とそれぞれのアンケート

調査で設問内容は、設問１から設問４まで設問内容は同じですが、その学年等に

応じた言葉遣いで記載されています。８月１４日付け石狩教育局長名でいただい

た文書を市教委では、８月１６日に各学校へ周知をさせていただいております。

報告は、石狩教育局に８月３１日までとなっておりますことから、集計作業時間

もありますので８月２８日までに各学校から報告をいだだき、３１日までに取り

まとめて石狩教育局に報告する予定でとり進めています。以上です。 

 

質疑応答 

 

（中村委員長）ただいま事務局より説明がありましたが、資料が今日この場で配

布されたことでもありますので、質疑の導入部分を私からさせていただき、その

後、各委員からそれぞれ展開していただく方法で進めて参りたいと思いますが、

よろしいでしょうか。 

 

異議なし 

 

（中村委員長）先ず、質問の背景から話をさせていただきます。①報道によりま

すと文科省は、大津市の生徒の自殺を受け、８月１日付けで国公私立の小中高校

のいじめ件数を緊急に調査し、９月２０日までに報告するよう、全国の教育委員

会などに通知したとのことであります。②また、いじめを苦に自殺などが起きた

場合には、学校と教育委員会が原因や背景事情を速やかに調査できるよう支援す

るために「子ども安全対策支援室」を、８月１日に大臣の直轄組織として設置し
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たとのことであります。③北海道教育委員会からは、８月６日に「いじめをなく

し かけがえのない子どもたちの生命を守るために」と題する、緊急メッセージが

発せられたところであります。④さらには、文科省のいじめ緊急調査について、

道教委から８月１４日の夕刻に、市教委にメールが届いたとのことであります。

⑤石狩市におけるいじめの実態については、教育委員会会議７月定例会で「いじ

め調査結果について（６月実施分）」報告がありましたが、いじめの把握のための

アンケート調査で、「いじめられたことがある」と答えた児童生徒数は、２４８人

（小学校１９３人、中学校５５人）でした。「いじめられたことがある」と答えた

児童生徒一人ひとりから、担任等が聞き取り実態確認をしたもの、それから、ア

ンケート以外に学級担任等が発見したり、本人からの訴え等について、学校内で

精査したいじめの認知件数は、２２件（小学校６件、中学校１６件）とのことで

した。いじめの現在の状況は、「解消した」が１４件、「一定の解消が図られたが

継続支援中」が６件、「解消に向けて取組中」が２件とのことでありました。⑥こ

のように、文科省や道教委から、いじめ問題の取組に関し並々ならぬ決意が示さ

れているほか、石狩市におけるいじめの実態に鑑み、この機会に石狩市教育委員

会として、臨時教育委員会会議を開催し、改めていじめ問題への取り組み姿勢を

明確にし、学校・保護者をはじめ、市民の皆様のご協力を賜ることが肝要である

と考えたところであります。⑦このため、文科省からの調査項目に照らし、石狩

市教委における取組の現状と改善事項等を的確に把握し、所要の改善に取り組み、

学校・家庭・地域の方々と連携し、初期の軽いいじめを見逃さず、いじめを受け

ている人は最悪の場合死に至ることがあるとの危機感を共有し、その人の危険信

号を察知し、救いの手を差し伸べることに、全力で取り組むことを基本として、

以下１０項目について伺います。 

質問の１点目ですが、文科省は、見えないいじめが多数存在する可能性がある

と判断し、あらためて調査して支援策に生かすことにしたとのことですが、この

度の「いじめの問題に関する児童生徒の実態把握並びに教育委員会及び学校の取

組状況に係る緊急調査」に、取り組む教育長の基本認識について伺います。 

（樋口教育長）いじめにつきましては、これまでも様々な機会で申し上げていま

すが、児童生徒の心身の健全な発達に大きな影響を与えるということ、また、そ

の家族、いじめた子どもにも大きな心の傷を残すということもあり、学校はもと

より市教委も一体となって、これまで、その根絶に向けとり進めているところで

す。特に市内の学校におきましては、平成１７年９月の滝川市で起きた事件から

多くのことを学びながら二度と繰り返してはならないという思いを強くしながら

取り組んでいるところです。先ほど委員長のお話もありましたが、いじめによる

自殺事件がいつどこで起きても不思議ではないという認識のもとに、その対応に

ついて学校・教育委員会で、改めて徹底した取組が求められていると感じている
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ところです。本市においても、先ほどの滝川の例はもとより今回の大津の件など

の先例を対岸の火事ということでなく、逐次学校において、これまでの取組を再

確認し、至らないところはしっかりと直し、いじめ問題に正対しながら取り組む

ということを、その点をこれまで、機会を通じて指示しているところです。今回

の緊急調査は、改めて学校・市教委の取組状況を再確認するということで承知し

ていますので、調査の趣旨、目的を十分に認識し、しっかりと調査に当たってい

きたいと考えております。以上です。 

（中村委員長）よろしくお願いします。質問の２点目ですが、北海道教育委員会

は、教育委員６名の連名で緊急メッセージが発せられましたが、教育長はどのよ

うに受け止め、どのように対処されようとしているのか伺います。 

（樋口教育長）ただいま、いじめ問題に対する基本的な考え方を含めてお話しま

したが、道教委が発しましたこの緊急メッセージについては、学校にしっかり通

知するとともに、趣旨をしっかり汲み取った上で取り組んで欲しいと伝えており

ます。これまで、いじめ問題をなくすということで校長会・教頭会でその取組を

指示しているところですが、今回の緊急メッセージそのものは、いじめ問題に対

して改めて道教委が強い意志を示していると考えておりますし、なくするという

決意の現れでもあると受け止めています。早期発見、早期対応ということはもと

より、保護者との関連、教職員等の取組姿勢など改善すべきところについては、

速やかに改め、対応していくことが必要と考えています。明日、各学校では前期

の二期がスタートしますが、改めて校長から教職員はもとより、子どもたち一人

ひとりに対して、メッセージの趣旨をしっかり伝えることになっているところで、

学校と一体となって、全ての子どもが安心して過ごせる環境づくりに努めて参り

たいと考えています。 

（中村委員長）質問の３点目ですが、文科省は、例年実施している「児童生徒の

問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」を、この機会に例年の調査に先行

して、４月から現時点までの状況を報告いただきたいとのことですが、道教委か

らは「７月４日以降の児童生徒の状況を把握し」となっており、いかなる理由に

よるものか伺います。また、市教委は各学校にいつ通知し、いつまでに報告を求

め、いつまでに道教委に報告しようと考えているか併せて伺います。 

（西田センター長）この度の「７月４日以降の児童生徒の状況を把握し」という

件について、石狩教育局経由で道教委に確認させていただきましたが、例年、「児

童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」については、文科省から

道教委経由で各市町村が行っております。特にいじめに関しては道教委もその取

組の充実を図る観点から、昨年来、道教委独自のアンケート調査を含むいじめ調

査を実施してきています。市町村から報告を受けた道教委は、年度末に「児童生

徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」を文科省に報告することとな
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りますが、この度は緊急の前倒しという調査であることから、文科省では４月か

ら現時点までの状況を報告いただきたいとのことですが、道教委では既に独自の

アンケート調査に基づくいじめ問題への対応状況調査結果を６月末で各市町村か

ら受けており、勿論この度の緊急調査である児童生徒のアンケート調査、先ほど

説明しました資料の２１頁以降ですが、この調査は４月からアンケート実施日ま

での期間で実施することになりますが、道教委としては、６月末までの件数は把

握しており、７月からアンケート実施日までの認知件数等の提出としたとのこと

です。７月４日については、この日が滋賀県大津市の事案が初めて報道された日

であり、この緊急調査を実施するきっかけとなった日でありますことから、道教

委としてこれを重く受け止め、さらに今回を含めて学校には年３回のアンケート

調査を依頼することとなり、４月から遡って同じ調査をするということではなく、

６月末までの調査結果は押さえておりますことから、７月以降の認知件数である

との意識付けであるとのことです。このことから、石狩市おいては６月末で２２

件の認知件数は報告済みです。報告からアンケート実施日までの認知件数等を報

告することとなりますので、７月４日にこだわることなく、調査の報告の空白は

作らないで実施して参ります。また、アンケート自体は４月からの聞き方になり

ますので、これまで認知はしていないが、子どもがいじめられたことがあると答

えたものに関しては、注意深く親身になって話を聴くなど、丁寧な対応をこれま

で同様お願いして実施いたします。次に緊急調査の学校への周知は、前段でも説

明しましたが、８月１６日で、学校からの報告を８月２８日と設定しました。各

学校からの報告を受け、８月３１日には石狩教育局へ報告する予定です。明日、

教頭会の研修会があります。この研修会開催前にお時間をいただき、この度の緊

急調査の件をお願いすることとなっていますが、大切なことは一人ひとりへの丁

寧な対応であり、実態の把握であります。このことから報告期日にとらわれるこ

となく、注意深く、親身になって話を聴くなど、これまで同様丁寧な対応、個別

の学校での対応をお願いしたいと思っています。以上です。 

（中村委員長）只今の答弁で一点確認したいのですが、道教委は７月４日から、

市教委では７月１日から調査すると私は受け止めたのですが、それでよろしいの

でしょうか。 

（西田センター長）７月４日と書きますと、どうしても７月４日以前と７月４日

以降ということにはなるのですが、本市の学校では、それぞれの期日をもって、

５月のアンケート、６月の実態調査について報告をいただいております。それぞ

れの学校において締め切りが異なっていますので、その報告をいただいた時から

今回のアンケートの期日までだということを各学校にお願いしたいと思っており

ます。 

（中村委員長）よく分かりました。質問の４点目に移ります。７月２５日に開催
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した石狩市教育委員会会議７月定例会で、「いじめ調査結果について（６月実施

分）」報告がありましたが、いじめの態様としては、①「冷やかしやからかい、悪

口や脅かし文句、嫌なことを言われる」、②「仲間はずれ、集団による無視をされ

る」、③「軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする」、

④「嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする」、⑤

「パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷やいやなことをされる」、⑥「その他」とな

っております。一方、資料の２１頁ですが、文科省の調査では、ア「仲間はずれ

や無視をされる」は、道教委の②とほぼ同様かと思います。イ「たたいたり、け

られたりする」は、③とほぼ同様かと思います。ウ「持ち物をかくされたり、い

たずらされる」は、道教委の調査項目にはない項目です。エ「悪口をいわれる」

は、道教委の①に含まれていると思います。また、オ「傷つく内容がメールで送

られてきたり、インターネットに書き込まれたりする」は、⑤とほぼ同様かと思

います。カ「その他」となっております。以上のことから、道教委の④「嫌なこ

とや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする」の項目が、文

科省の項目にはなく、一方文科省のウ「持ち物をかくされたり、いたずらされる」

の項目が、道教委の項目にはないのであります。これは、どのような理由からな

のかお聞かせ下さい。 

（西田センター長）この件についても、石狩教育局経由で道教委に確認しました。

先ず、いじめの態様の集計項目ですが、委員長がお話されたように、７月に報告

した資料では、「冷やかしやからかい、悪口や脅かし文句、嫌なことを言われる」

から「その他」まで６項目ありますが、本来でいきますと、いじめの態様の集計

項目は、この他に「ひどくぶつかられたり、叩かれたりたり、蹴られたりする」、

「金品をたかられる」、「金品をかくされたり、盗まれたり、壊されたり、捨てら

れたりする」という項目が入りまして全部で９項目となっています。これは、文

科省の「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」での項目で、

道教委も本市を含め同じ項目で集計を行っております。７月の定例教育委員会会

議で報告した資料では、態様は６項目でしたが、先ほど説明しました３項目につ

いては該当がなかったため、報告項目から除いていたところですので、ご承知お

き願いたいと思います。次にアンケートの項目についてですが、資料の２１頁の

問２に「どんないじめをされましたか」があります。アからカまでの項目があり

ますが、ウの「持ち物をかくされたり、いたずらされる」という項目は、この度

の文科省のアンケートでも、５月に実施した道教委のアンケートにも同じ文言で

項目だてされております。各学校においては、先ずこのアンケートを実施して、

その後児童生徒からの聴き取りを行いますが、７月の定例教育委員会議でも報告

しましたが、アンケートとは別に、これまで担任や他の先生から見ていじめに当

たるものや本人、保護者からの訴えなどに対しても事実確認を行い、校内で精査
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して認知件数を報告いただくこととなっています。アンケート項目は、分かりや

すくし、子どもが答えやすいよう工夫されており、さらにアンケート以外の報告

を含めて学校で協議し、報告いただいているところです。 

（中村委員長）確認しますが、文科省の毎年実施している調査も先ほど説明のあ

りました３項目を含む９項目なのですか。それとも６項目なのですか。 

（西田センター長）９項目です。 

（中村委員長）文科省が毎年実施している調査は９項目なのですね。それが今回

の緊急調査では、９項目から３項目減って６項目という理解でよろしいのですね。 

（西田センター長）２１頁にあります問２のアからカの６項目については、あく

までも児童生徒がアンケートに対して答える項目です。この項目についての集計

も行いますが、先ほども説明させていただきましたが、アンケートとは、別に本

人からの訴えですとか、保護者の訴えですとか、担任などから見ていじめに当た

るのではないかといったようなものも学校で精査します。そして精査したものを

とりまとめて、項目ごとにおとすのが９項目ということになります。 

（中村委員長）そういうことですか。アンケートの６項目は、例年の調査・道教

委の調査・緊急調査でも表現は変らないということが分かりました。 

（百井部長）今回は、児童生徒への直接のアンケートの項目をお知らせしました

が、これまで実施している調査の報告では、実際に子どもたちにアンケートして

いる項目自体を委員の皆様にお見せしていなくて、集計の後の結果だけをお見せ

していますので、その分ご理解いただけなかったのかと思います。ここで改めて

説明をさせていただきました。 

（中村委員長）質問の５点目に移ります。文科省からの通知には、いじめの定義

は示されていませんが、道教委から「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題

に関する調査」と同一であり、「当該児童生徒が、一定の人間関係のある者から、

心理的・物理的な攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じているもの、な

お、起こった場所は、学校の内外を問わない」とのことであります。この度の児

童生徒への緊急アンケートの調査項目は、従前の調査項目・内容等全く同一なの

でしょうか。 

（西田センター長）委員長からお話がありましたとおりですが、ただ、この度の

緊急調査において、文科省でいじめの定義を示していないとのことですが、平成

１８年度にいじめの定義が変更となっています。それ以降、毎年の「児童生徒の

問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」を行うに当たっては、いじめの定

義は示されていますので、ご承知置き願いたいと思います。調査項目に関しては、

アンケートについては、従前は７項目ありますが、この度の調査項目は４項目と

なっております。尐なくなった項目は、「誰に相談するのか」、「学校が配布してい

るいじめ相談電話を紹介するカードを知っているか」、「いじめは、どんな理由が
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あっても許されないことだと思うか」という３点で道教委独自のものですので、

これらを抜いた４項目で今回は調査されるということでございます。 

（中村委員長）先ほど６項目との説明があったと思うのですが。 

（西田センター長）今、申し上げた４項目というのは、設問の数のことでして、

２１頁の設問の数が４つということの言い間違いです。 

（中村委員長）質問の６点目ですが、道教委へ提出する教育委員会質問や学校質

問に関する報告事項の他、児童生徒への緊急アンケート調査で、「あなたは、今年

４月から今日まで、いじめられたことがある」、「友達がいじめられているのを見

たり、聞いたりしたしたことがある」と回答したものの写しを、事前に教育委員

会会議の場に、秘密会がふさわしいということでしたら、それでもよろしいので

すが、お示しいただき、学校と市教委が一丸となって取り組んで行く必要がある

と考えておりますが、お考えをお聞かせ下さい。 

（西田センター長）私の方からお答えさせていただきたいと思います。今のご質

問についての考え方ですが、この度実施するアンケートの設問項目数とこれまで

の道教委で行っている調査の設問項目数も違っていますし、２１頁以降のアンケ

ートをご覧になってお分かりのとおり、いじめられたことがあるか、ないか、今

でもいじめられているか、いないか、など簡易な回答を求めているものです。こ

のような回答を児童生徒分、５千人強になりますが、５千人分を教育委員会の秘

密会に提出し、ご覧いただくよりは、必要に応じまして、集計表をご覧いただく

などが、よろしいかと思います。注意が必要といいますか、大切なことは、問２

の設問でありまして、どんないじめをされましたかの回答項目で、その他のいじ

めについて記入する項目があります。この項目に答えることは、やはりそれなり

の課題を抱えているものと予想されますので、各学校においてはこの項目に該当

がある場合は、報告していただくとともに、その対応つきましても、学校と連携

しながら一丸となってしっかり対応して参りたいと考えております。 

（中村委員長）７月に報告された資料で、調査対象者は５，０８２人でしたが、

「いじめられたことがある」との回答は２４８人です。私が質問したのはこの２

４８人に関連することであり件数は尐ないと思います。また、先ほどセンター長

が大事なことを話してくれましたが、「その他」に書き込まれている内容について、

私共にも認識させて欲しいのであります。今回、道教委に報告する過程で、私共

も共有すべきとの思いから質問しています。 

（西田センター長）７月に報告させていただいた「いじめられたことがある」と

答えた児童生徒数２４８人です。これにつきましては、それぞれの学校で一人ひ

とりに聴き取りをしての２２件までの認知件数ということになります。「その他」

の項目の書き込みも集計の中にあります。こちらについては、小学校３校、中学

校２校で該当があり、若干お話させていただきますと、ある小学校では「きつい
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言葉で言う」、「ぶつかった」、「遊んでいる友達をとる」、「公園に悪口を書かれた」、

「名前をばかにされた」、「あだ名を変に言う」、「つねられた」、「悪口を紙に書い

て渡された」といったようなものが小学校です。中学校については、「すれ違いざ

まに肩をぶつけられる」、「いきなりつかまえられる」、「物を投げつけられる」と

いった書き込みがあります。委員長がおっしゃられる書き込んだアンケート用紙

の写しについては、今回実施するアンケートについて何件出てくるかは分かりま

せんけれども、必要に応じましてご提示するというのは、今、私の方で判断は出

来かねるのかなと思いますので、後ほど教育長、部長とも御相談させていただき

ながら決めさせていただくことが賢明かと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

（中村委員長）質問の７点目に移ります。いじめ問題に対処するにあたり、学校

や教育委員会が、ややもすると事無かれ主義に陥りやすい体質を、持ち合わせて

いると言われておりますので、改めて意識改革に取り組む必要があると感じてお

りますが、教育長の所見を伺います。 

（樋口教育長）事無かれ主義というようなことは、尐なくとも市内の学校におい

ては、そのような体質にないと私自身は理解しております。各学校では、いじめ

問題について、しっかりと正対して取り組んでいると考えています。いじめ問題

そのものについては、対処療法だけでなく、児童生徒の心を育むこと、いじめが

起きない学校づくり、いじめが起きた時にどのように対応するのかという危機管

理、早期対応の仕組づくり、教職員の指導等々色々ある訳で、どれということで

はなく、やはり重層的にしっかり取り組むということが基本的に必要であろうと

考えております。これらの取組については、学校長が、個々の課題に対して、ど

のように取り組んでいくのかをしっかり示す中で、各教職員の理解を得ながら組

織的に進めるということが、一番求められているのではないかと考えています。

今回でも色々なところで話題となっているのは、いじめが、けんかやゲーム、さ

らには遊びなどとのボーダーラインが難しくなっている、境目がなかなか難しい

ということが率直に言われている中、最終的に学校長が様々な情報をもとに、い

じめか、いじめではないのか、組織的に判断しながら取り組んでいく、そういう

面では市内の学校には、まだ課題が残っていると感じています。この辺について

は、意識改革というより、いじめ問題に対してどういう風に最終的に判断するの

かという、あるいは、いじめのない学級づくり、心を育てていく、そういうよう

な取組を重層的な部分について、校長が方針を出して取り組んでいく、そのよう

なことについては、まだ課題があると思います。大きくこれらの２点については、

しっかり取り組んでいかなければならないので、色々な場面を通じて指示して行

きたいと思います。 

（中村委員長）質問の８点目ですが、文科省の子ども安全対策支援室は、いじめ
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だけでなく部活動中の事故や、自然災害や不審者による事件などで、子どもたち

が死亡したり危険にさらされた場合の対応もアドバイスする旨報道されておりま

すが、教師等による体罰や破廉恥行為などについても対応して頂けるものなのか、

文科省の見解を承って頂きたいのですがいかがでしょうか。 

（西田センター長）ご指摘のとおり、子ども安全対策支援室は、８月１日に発足

しました。官房長が室長となり、警察庁職員２名と国立政策研究所でいじめ対策

を専門とする研究者を含めまして、２１名の体制でスタートしております。教職

員等による体罰や破廉恥行為などについての対応に関しまして、直接支援室にお

聞きしたところ、子どもに対する体罰等に関しては相手が誰であろうと調査をし

ていくとの方針であることは間違いないということですが、発足間もないという

ことから、所掌事務についてお示しするには、もう尐し時間が欲しいということ

で、これらについてはホームページ等で今後明らかにしていくとの回答でした。 

（中村委員長）質問の９点目ですが、文科省からのいじめ問題への取組状況に関

する緊急調査項目に照らし、石狩市教委における取組の実態を比較し、今後所要

の改善を要する項目とその方策について伺います。 

（百井部長）これまで何点か既に教育長が基本的な考えや具体的な部分で触れら

れているところもありますが、教育委員会としてこの度の調査を契機に再確認す

る部分、さらにこれから充実を図っていかなければならない部分、新たに検討、

取組をしていかなければならない部分など、いくつかの宿題をいただいた部分も

あろうかと思います。全てを一つひとつ申し上げるということは、今日は避けさ

せていただきますが、主な点ということで理解いただければと思います。これま

で教育委員会といたしましても、各学校にいじめに取り組む考え方、学校として

のいじめの実態の把握、これらについて、文科省、道教委の調査も含め、市教委

としても、それぞれ取組の考え方の周知から実態の把握に努めてきているところ

ではありますが、定期的な学校におけるいじめの把握、また、教育委員会が取組

の考え方をしっかりと伝えることなどは、今後さらに検討を要する、充実を図っ

ていくべきところかと思っています。これらについては、教育委員会に対する質

問の中では、８頁にありますように、問３、４などに設問があります。また、い

じめの問題は、その取組は非常に難しい側面があります。これまでも学校だけで

なく、教育支援センターはもとより、関係機関との連携により取り組んできてお

りますが、例えば９頁の問８の指導上困難を抱えるというようなことは、これか

らも具体的にどう取り組んでいくか、さらに様々な工夫をしていかなければなら

ないと考えております。問９の出席停止に関わる設問もあります。これまで基本

的には色々な条件、状況により出席停止という措置をとることができることにな

っておりますが、改めて、いじめに着眼した場合の必要性についても検討すべき

課題と思います。学校の設問の中ですと、１７頁に学校における管理指導に関し



12 

てのあり方というのがあります。先ほど、教育長から触れられたとおり、いじめ

に取り組んでいく時には学校が校長のリーダーシップのもとに組織的に進めてい

くということが最も大事ですが、その考え方を具体にとり進めていく時に、例え

ば危機管理マニュアルのような具体的な仕組みが必要なのかどうかも含めて検討

していく項目になろうかと思います。１３頁に警察との連携についての設問があ

りますが、これまでも個々の事例においては警察との情報のやりとりですとか、

色々なアドバイスを受けるなど協議事項もあったのですが、どちらかというと生

徒指導ですとか問題行動などでの連携が主だったのですが、今後、いじめ問題に

関わって、警察との連携の在り方ということも新たな視点で取り組む必要がある

のかどうかも、大事な検討課題だと考えております。これらを事務局としても関

係機関とも連携して検討を図り、できるだけ早い時期にご報告、または協議いた

だく段取りを組みたいと考えております。 

（中村委員長）難しい課題がたくさんあろうかと思いますが、よろしくお願いい

たします。質問の最後になりますが、委員の皆様から意見をお聞かせいただきた

いのであります。石狩市教育委員会としては、学校・家庭・地域の方々としっか

り連携し、初期の軽いいじめを見逃さず、いじめを受けている人は最悪の場合死

に至ることがあるとの危機感を共有し、その人の危険信号を察知し、救いの手を

差し伸べることに、全力で取り組んで参りたいと考えておりますが、委員の皆さ

んのお考えはいかがでしょうか。 

（土井委員）短い時間では言い尽くせないのですが、問題は、今教育委員長が色々

質問されたことをずっと聞いていたのですが、私は石狩市教育委員会が良くやっ

ていると思います。いじめ問題に関しても、一昨年度から支援センターができて、

良くやっている方だと考えております。特に私は、教育委員になってから、皆さ

んがとても苦労をしてやっているのだと感じました。その中でこれからこのいじ

めの問題をどう取り組むかですが、学校では、ずっと３０年前から、かなり取り

組んでいるのです。一番大事なことは、教育委員会と学校と家庭との信頼関係で

す。これが子どもを救うと思っています。私たちは、学校の実態をなかなか分か

らないものです。私でも今の学校は、以前と大分変っていますのでなかなか分か

らないです。ですから学校の実態をよく見ること、そして学校の悩み、苦しみ、

子どもに対してどうするかと考えている先生方を助けてあげてください。未来の

子どもたちの苦しみを除いて、幸せな人生を送れるようにどう支援していったら

良いか、学校を支援するか、家庭を支援するか、地域を支援するか、私はそれが

教育委員会のやるべきことと思っています。アンケートは、ずっととっています

し、こらからも実施していきますから、それに対して真摯に対応するというが必

要です。一方で、学校では、毎日が戦いなのです。毎日、子どもは変るのです。

毎日、いじめは起こるかもしれない、起こっているかもしれないという中で、先
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生方、親は、いち早く察知することが大切なのですが、そのための余力を作って

あげること、先生がいかに見つけられるか、昔は授業の中で見つけていたのです

が、今でも同じと思いますが、先生の評価ですとか、学力向上ですとか、色々求

められることが多くなってきて、殆どの先生は毎日子どもと取り組んでいます。

先生は子どもが好きで、その成長を見てやりがいを感じているものです。でも、

色々なことがあると、段々嫌いになっていってしまったりするのです。先生方も

大変なので、支援してあげることが私たちの仕事でないのかなと思います。アン

ケートについては、その中身に真摯に眼を通して、中には、いたずらで書く子も

いますが、先生方はそういった子どもたちの心に寄り添ってやっていただきたい。

そして、私たちは先生たちにそういう環境を作ってあげたいと思います。 

（門馬委員）今、土井委員がおっしゃったことに尽きると私も思います。私たち

は教育委員の立場でいじめ対策に取り組むわけですが、先生方と直接お話する立

場にありませんし、子供たちと直接接することもできません。例えば個々のアン

ケートと見たとしても、それを書いた児童生徒に直接面談して判断する立場にな

いわけです。したがって教育委員会としては、日々、現場で苦労しながら児童生

徒に接している校長をはじめ、先生たちを舞台の裏で支援する立場にあると思い

ます。北海道教育委員会が発したメッセージにある「いじめは許されないことで

あり、生命にかかわる問題でもある・・・」ということを先生たちにしっかり理

解して、子供たちにも教えてもらえるよう、研修の機会を作ったり、困った問題

が起きたときはいつでも支援体制ができている、そういう委員会であるべきと思

います。アンケートは、いずれ結果がでますから、そのときには報告を見せてい

ただきます。 

（伊藤委員）皆さんがおっしゃった内容に尽きるのかなと思います。今、先生の

話が出ていたのですが、私もずっと見ていて、教職員からのアンケートというの

が、この問題について今まであまり報告を受けた記憶がないのですが、土井委員

がおっしゃっていたように、まさに子どもたちに直接に接するのは、今回のアン

ケート実施においても先生ですよね。そうすると教職員からの悩みや相談事は、

学校の組織で言えば、校長、教頭ということになるのでしょうけれども、そうい

うアンケートも今後実施の検討も必要なのかなと思いました。また、今回のアン

ケートも今までのアンケートも学年学級を書く欄があって、書きたくなければ書

かなくていいということで、前にお聴きした時には、子どもたちは、ほとんど名

前を書いてくるという話をしていましたよね。小さな問題を拾い上げるというと

ころでいきますと、確かに○をつける訳ですから、正直に書いてくる子どもさん

もいるのだと思いますが、どういう時間帯にどういう形態で書いてもらっている

のか分からない中で話をするのですが、子どもと大人は随分違うと思うのですが、

私たちの職場でもアンケートはたくさんあって、大人になればなるほどなのでし
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ょうが、当たり障りなく答えて出してしまうのが常であると言いますか、本当に

見つけた時に大きな問題になっているということも多いのですが、いじめの問題

のアンケートについても、教室の中で配って、「はい、書いてください」とやって

いる、授業の一環として名前を書いて、やっているのでしたら、もしかしたら「真

の意見」というのが漏れてしまっていないのかなと思います。学校への調査項目

に、「どういう風にアンケートをとっていますか」という質問も見当たらないので

すが、大津の事件でも、報道ですから全部鵜呑みにできないですが、アンケート

を実施していた筈なのにということでしたよね。アンケートを書いてもらって集

める方法なども今の状況で良いのか、今後検討というより、状況確認した方が良

いのではと思います。本市にも大津市の事件のあった学校のように大きい学校も

ありますので、大きい学校でもアンケートが一つでも、二つでも、漏れないで吸

収できるようにしているかも、今後実態の把握をして検討した方が良い項目と思

います。 

（中村委員長）最後になりましたが、樋口教育長からもお聞かせいただけたらと

思います。 

（樋口教育長）いじめは、その子どものみらならず、その家族、あるいはいじめ

た側にも将来の大きな心の傷を残すということを考えますと、早期に発見し、早

期に対応することが先ず一番に必要なことだと思っています。いじめそのものが

なくなれば、本当は一番良い訳ですけれども、複数の人が社会生活する上で、残

念ながら起きることでありますので、この点については、改めて取り組んでいく

ことが必要だと思っています。先ほど各学校が重層的に色々な取組をしていかな

ければならないという話をしましたが、一つひとつをしっかり行っていくという

原点に戻った取組が一番の近道ではないのかと思っています。この点については、

今回の調査を機に、改めて課題が何処にあるのか、しっかり検証しながら、必要

な対策を考えながら、石狩市においてはこういう問題を起こさないという強い意

識を学校と共有しながら、安全安心な環境を目指して取り組んでいきたいと思っ

ております。教育委員の皆様にも、この点について色々な角度から議論をいただ

く中で進めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

（中村委員長）他にございませんか。それでは報告事項の①につきましては、臨

時会における質疑の経緯を学校・家庭などに、しっかり伝えていただくこととし、

了解ということでよろしいでしょうか。 

 

異議なし 

 

（中村委員長）それでは報告事項の①を了解しました。 
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（中村委員長）以上で、日程第２ 報告事項を終了します。 

 

閉会宣告 

 

（中村委員長）以上をもって、８月臨時会の案件は全て終了いたしました。 

以上で、平成２４年度教育委員会会議８月臨時会を閉会いたします。 

 

会議録署名 

 

上記会議の経過を記録し、その相違ないことを証するため、ここに署名します。 

   

平成２４年 ８月３０日 

 

委 員 長  中 村 照 男 

 

署名委員  伊 藤 好 美 


